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受付年月日 年 月 日

略
医

干
覆
県
千
義
市
生
室
れ
。
千
藁
大
階
氏
小
・
用
■

中
．
県
立
干
葉
高
を
経
て

昭
和
五
三
年
三
月
東
京
大
学
法
学
郁
卒
案
、
四
月
司
法
修
冒
生

五
五
年
四
月
弁
醒
士
壁
録
（
第
一
東
京
升
襲
士
会
）

六
一
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
修
士
（
Ｌ
Ｌ
．
Ｍ
・
）

平
皮
一
六
年
西
村
あ
き
ひ
法
律
事
務
所
（
当
陣
の
名
林
「
西
村
と

き
わ
法
律
事
務
所
」
）
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー

一
九
年
東
京
大
学
大
学
院
法
学
吐
抽
学
研
究
科
客
貝
軟
投

二
五
年
良
晦
偽
魯
大
学
大
学
院
法
厨
研
究
科
戟
授

二
六
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
季
法
科
大
学
院
客
員
欽
授

三
○
年
東
京
大
学
博
士
屋
学
）

三
一
年
二
月
最
高
餓
判
所
判
事

量
扇
斌
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
■
判

一
令
和
元
年
九
月
一
三
日
第
二
小
法
廷
判
決

浪
婁
桟
腱
差
づ
く
潮
受
堤
防
排
水
門
の
同
門
館
求
に
対
す
る
繭
求
異
醗

・
を
狸
容
し
た
原
判
快
を
破
棄
し
た
多
量
童
見
の
枯
薗
に
貸
同
し
つ
つ
大
要

以
下
の
内
容
の
走
見
を
述
べ
た
。
〈
経
笛
的
利
益
を
化
体
し
た
櫨
利
（
歯

食
犠
は
こ
れ
に
あ
た
邑
腱
基
づ
く
物
梅
的
爾
求
根
の
行
使
は
、
の
摺
和

侵
害
を
厳
表
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
が
殿
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避

で
き
る
綱
害
頚
を
上
回
り
、
か
つ
、
の
蘭
求
視
肴
が
依
っ
た
損
害
（
将
来

柱
ろ
損
寄
を
含
む
）
が
全
彼
弁
償
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
別
段
の
事
由

が
な
い
限
り
．
樋
利
稜
用
の
法
画
に
よ
っ
て
抑
止
き
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
〉

二
・
令
和
二
年
二
月
二
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
霞
判
長
）

運
遥
会
社
の
従
健
貝
（
ト
ヲ
プ
ク
逼
唇
手
）
が
就
労
中
に
起
こ
し
た
交

遍
事
故
に
関
し
て
当
飲
従
桑
貝
が
被
害
考
に
対
し
て
脇
贋
金
を
支
払
っ
た

居
合
に
は
そ
の
食
餌
の
全
部
又
は
一
笛
を
会
社
に
対
し
て
求
償
し
得
る
と

す
る
法
遥
定
見
を
述
べ
た
う
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
堂
見
を
付
し

た
。
〈
求
岱
楢
の
彼
蘭
求
考
が
大
手
上
軽
会
社
で
あ
り
、
菌
求
寺
が
同
社

専
促
の
従
愈
貝
で
あ
る
梧
合
．
杖
繭
求
者
は
支
払
わ
れ
た
扇
償
金
の
大
半

も
負
担
す
べ
き
で
あ
り
．
全
額
を
負
担
す
べ
ｇ
堵
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
路
侯
金
の
支
払
い
を
当
飲
従
栗
貝
の
湛
的
負
担
と
す
れ
ば

同
人
に
著
し
い
不
利
銭
が
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
多
数
の
遷
転
手
を
用
い

て
運
議
事
桑
を
甘
む
会
社
は
変
動
係
数
の
小
き
い
砿
率
分
布
腱
従
う
伺
発

的
財
務
事
象
と
し
て
こ
れ
に
合
理
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
．

ざ
ら
に
、
当
該
会
社
の
赴
粁
的
な
利
益
編
目
主
体
で
あ
る
同
社
の
株
主
は

分
倣
投
資
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
負
相
す
る
リ
ス
ク
を
自
己
の
選

好
に
応
じ
て
周
錠
す
る
こ
と
が
可
飽
だ
か
ら
で
あ
る
。
》

三
令
和
二
年
九
月
一
六
日
鯖
二
小
法
廷
決
定
（
飲
判
長
）

鼠
と
し
て
タ
ト
ゥ
ー
の
絢
衛
を
行
う
こ
と
が
函
卸
怯
遍
反
と
な
る
か
否

か
が
囲
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
医
画
法
逮
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る

法
廷
庫
見
を
途
ぺ
た
う
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
江
見
を
付
し
た
。

〈
タ
ト
ゥ
ー
の
施
術
が
図
行
均
に
あ
た
る
と
い
う
解
釈
を
と
れ
ば
タ

ト
ゥ
ー
の
施
術
を
栗
と
し
て
行
う
者
は
本
邦
か
ら
滴
失
す
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
な
が
ら
《
健
全
な
動
観
か
ら
タ
ト
ウ
ー
の
施
禰
を
求
め
る
者

・
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
（
公
共
空
岡
に
お
け
る
タ
ト
ウ
ー
の
露

出
の
可
否
に
つ
い
て
眠
薗
を
深
め
る
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
）
タ
ト
ウ
ー

の
箆
衛
に
対
す
る
密
要
そ
の
も
の
を
否
定
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
く
、
そ
の

よ
う
を
曾
要
が
涜
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
強
例
的
腱
作
り
出
す
よ

う
な
怯
解
駅
を
行
う
皇
と
は
福
利
の
哉
大
化
と
い
う
立
法
の
湿
圭
侭
反
し

て
い
る
●
》

四
そ
の
他
の
主
要
な
裁
判

秒
睡
院
隈
貝
の
腰
貝
定
紋
配
分
規
定
の
合
竃
性
が
問
わ
れ
た
令
和
二
年

一
、
一
月
一
八
日
大
法
髭
判
決
及
び
遍
択
的
夫
旬
別
氏
創
を
採
用
し
な
い
現

行
の
民
法
及
び
戸
硲
法
の
合
簸
性
が
問
わ
れ
た
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大

法
廷
快
定
に
剥
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
恵
見
及
び
反
対
な
見
を
途
ぺ
た
。

ｎ
判
宙
と
し
て
の
心
構
え

法
の
解
叔
が
異
な
れ
ば
人
々
の
行
動
が
変
わ
り
．
人
々
の
行
動
が
変
わ
れ

ば
社
会
の
あ
り
よ
う
が
庇
わ
り
玄
す
．
司
法
に
は
こ
の
よ
う
な
画
き
が
あ
る

こ
と
を
心
に
囲
み
、
徹
力
な
が
ら
、
丑
か
で
公
正
で
宜
容
な
社
合
の
形
皮
に

資
す
る
判
快
・
決
定
の
作
成
に
領
注
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

偽
震
鮫
璃
判
噌
事
こ
う
“
曾

働
鋼
草
珊
窒

’
１
丁
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